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令和４年度 施 政 方 針 

 

議長のお許しを得ましたので、ここに令和４年度施政方針と予算案の概要を申し

上げ、議員の皆様、町民の皆様のご理解とご協力をお願いするものです。 

私は、昨年５月の町長選挙において、町民の皆様に２期目の町政をお任せいただ

いたことから、町民の皆様が幸福に日常を過ごせるよう、町政運営に邁進してまい

りました。これも一重に議員の皆様、並びに町民の皆様のご指導、ご理解、ご協力

の賜物と心より感謝申し上げます。 

平成２９年に町長に就任以来、常に町民目線に立ち、町民ニーズを的確に捉える

ことにより、私のまちづくりの基本理念である「各世代が笑顔あふれるまちづくり」

を進めてきました。 

２期目の選挙に当たりましては、この基本理念を継続するとともに、「住み続け

たい街づくり」として、暮らしていることが楽しい街づくりを進めていきたいと目

標を掲げさせていただきました。高齢化社会の交通手段の確保、松伏田島産業団地

での就労の確保、子育て環境の充実、ＳＤＧｓ持続可能な社会づくりとして貧困世

帯の解消、ごみの減量や地球温暖化防止、松伏町の賑わい・魅力の創出・活性化拠

点となる道の駅の整備等これらの施策を積極的に取り組んでいきたいと考えており

ます。 

 

さて、一向に終息の兆しが見えない、新型コロナウイルス感染症ですが、令和４

年度におきましても、引き続きしっかりと対策を進めてまいります。町民の皆様に

は感染症の終息に向け、感染症拡大防止にご理解とご協力を賜りますとともに、よ

り一層の感染予防対策をお願いします。 
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そのような中、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として現在、新型コロ

ナウイルスワクチン接種の３回目の接種が行われております。また、新たに接種対

象となった５歳から１１歳で接種を希望するお子様に対しましても、スムーズな接

種に努めてまいります。令和４年度も町民の皆様の健康を守るため、新型コロナワ

クチン接種を迅速かつ着実に進めてまいります。 

新型コロナウイルスワクチン接種の促進を図るため、高齢者の方々にはタクシー

券を配布してまいります。また、新型コロナウイルスに罹患され、食糧等の調達に

支障をきたす方々へ食糧等を配布する食糧支援を行ってまいります。 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、米価の下落など大きな影響を受けた農業

者に対しては、令和３年度に引き続き農業経営の安定化を図るため、農作物の次期

作付けに要する費用の一部を支援してまいります。同様に、商工業者等につきまし

ても、支援策を検討してまいります。 

 

令和４年度の予算編成について申し上げます。国の経済状況を見ますと、新型コ

ロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和され、持ち直しの動きが見られ

る中、町の歳入の根幹となる個人住民税や固定資産税等の町税につきましては、令

和２年度の当初予算額並みの水準に戻り、町税全体で約３１億２，０００万円を見

込んでおります。しかしながら、歳出におきましては、社会保障費の増加や大規模

な普通建設事業の償還金など収支不足が見込まれることから、財政調整基金を４億

７，０００万円、公用・公共用基金につきましても１億１，０００万円をそれぞれ

取り崩し、更には、地方債を活用し一般財源の圧縮に努め、厳しい予算編成となっ

たところでございます。 

そのような中で、住民サービスを提供するにあたり、各種事業の優先順位を洗い
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直し、事業の「選択と集中」を一層推進するとともに、補助金や交付金などの活用

を検討し、町民主体のまちづくりを推進する予算編成に努めたところでございます。 

令和４年度の主要事業としましては、３つの事業を掲げ、積極的に推進していき

たいと考えております。 

第１に、４月１日から中間処理場の名称を松伏町リサイクルセンターに変更し、

工場棟とストックヤード棟の稼働を開始します。令和元年度から整備を開始した中

間処理場ですが、令和４年度は仮設の処理場を撤去し外構工事完了後にフルオープ

ンを目指します。松伏町リサイクルセンターが稼働することにより、今後は総合的

なごみ処理体制の充実が図られます。 

また、平成３０年度に策定した「家庭系可燃ごみ減量化のための基本方針」に基

づき、草木類の搬出を奨励する補助制度や草木類を運搬する軽トラックの貸出しを

継続することで、ごみの減量化を図ってまいります。 

同時に、令和３年度に当町を含めた東南部地域５市１町で共同宣言した「ゼロカ

ーボンシティ宣言」の一環として、一般家庭への再生可能エネルギーの普及を図る

ため、太陽光パネルの設置が難しい家庭でも、バイオマス発電・風力発電・太陽光

発電などによる再生可能エネルギーを利用した電力会社との契約に切り替えるだけ

で、環境に優しい取り組みが可能となる「再生可能エネルギーキャンペーン事業」

を行います。また、太陽光パネル等の設置が可能な家庭に対しましては、従来まで

の既存住宅に対する太陽光発電設備への補助制度を拡充し、新築住宅も補助金対象

に加えるとともに、電気自動車などの大容量バッテリーを自宅の電源として利用で

き、災害時の非常用電源としても活用できるシステムを導入した世帯に対する補助

金制度をスタートし、将来にわたり持続可能な脱炭素社会の構築に向けた取り組み

を行ってまいります。 
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これらの取り組みによって、ＣＯ２を削減し、地球温暖化の防止に努めてまいりま

す。 

第２に、健康増進と生活基盤の強化、利便性の向上のための事業を実施します。

まずは、子育て環境の充実と、町民の利便性の向上を図るため、老朽化した保健セ

ンターの建て替え等の整備に向け検討を開始します。令和４年度につきましては、

保健センターの基本計画を策定します。 

また、通学路の安全と地域の交通利便性の向上を図ることを目的に、大川戸地区

の町道３号線の整備を進め、令和４年度中の完成を目指します。八枚橋から主要地

方道春日部松伏線まで道路を拡幅し歩道と車道が分離されることで、児童生徒など

歩行者の安全が確保されます。児童の通学路でもある松伏第二歩道橋は経年劣化に

よる老朽化が進んでいることから、令和４年度は補修にかかる設計をするとともに、

補修工事を行います。また、令和３年度に実施した通学路の危険箇所点検で見つか

った危険箇所につきましても、計画的に改善を図ってまいります。 

これらの工事を進めることで、町民が安全で安心な暮らしを送ることができる環

境整備を図ってまいります。 

第３に、町民の皆様の暮らしを守るための事業を実施してまいります。まずは災

害対策についてです。近年、全国各地で台風や大雨などの自然災害による大規模な

災害が多く発生しています。災害時の備えとして災害時の指揮系統の強化を図るこ

とを目的に、現在災害対策本部機能を有した防災倉庫の建設に着手しているところ

です。令和４年度は、災害時にライフラインのひとつである電力の供給が停止した

時に、災害対策本部や行政運営が滞ることを防ぐため、非常用電源装置の設置を行

います。また、災害備品につきましては、オストメイト専用トイレの購入や備蓄品

の充実を図り、いつ災害が起きても迅速に対応できるよう備えてまいります。 
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過去の大規模災害において、避難の遅れなどが原因で要配慮者の被害が多かった

ことを教訓とし、避難行動要支援者の方々が災害時に迅速かつ適切な避難を行うた

め、あらかじめ避難の計画を立てておく「個別避難計画」の改訂に着手します。 

 以上の３つの事業を主要事業として推進し、町民の皆様の安全・安心を図るとと

もに、町の未来のために邁進してまいります。 

 そのほか、「各世代が笑顔あふれるまちづくり」の目標達成に向け、引き続き、様々

な事業を実施してまいります。 

 

 

 次に、第５次総合振興計画の体系に沿って分野別に申し上げます。 

まず、『子育て支援の分野』では、児童の健やかな成長の一助となる学童クラブに

ついて、現在、金杉小学校内にある杉の子学童クラブのトイレを、児童や指導員の

皆さんが利用しやすいよう改修工事を実施します。また、お子さんが病気などにな

ったときに、安心して受診できるよう、１０月から埼玉県内の病院で受診した場合

の受診料の窓口での支払いを廃止し、町が受診料を直接負担します。 

食糧支援を必要とする子育て世帯の方々を地域全体で支援するため、町民の皆様

や企業から提供いただいた食糧を民間福祉団体と松伏町社会福祉協議会が配布する

フードパントリー事業に対し支援を行ってまいります。 

さらには、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象として、子育てに関する相談か

ら児童虐待等に関する相談に対応するため、「子ども家庭総合支援拠点」事業を開始

し相談業務を強化します。庁舎内に専用の相談室を設け、保護者などが相談しやす

い環境を整えることで、子ども達が安心して暮らすことができる社会を創ってまい

ります。 
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児童生徒の学習環境づくりについては、引き続き、金杉小学校を小規模特認校と

して、英語教育の充実や、一人ひとりに応じたきめ細やかな指導を展開するととも

に、放課後子ども教室の充実を図り、より特色のある教育活動を継続してまいりま

す。 

コロナ禍において、様々な制約のもとで学校教育活動を実施する中で、中学３年

生を対象とした中学生学習支援教室につきましても、引き続き実施し、学習機会の

確保を図ってまいります。 

今後も、安心して子どもを産み・育てる環境の整備から、教育環境の整備までを

一体的に行い、子ども達とその子どもを育てる家族が笑顔にあふれるまちづくりを

目指してまいります。 

 

次に、『健康・福祉・社会保障の分野』では、町民の皆様の利便性向上を図るため、

老朽化した保健センターの建て替え等の整備に向け、保健センターの基本計画を策

定します。また、町民の皆様の健康増進を図るため、町の健康事業に参加した町民

の皆様に対し、町独自のポイントを付与し、ポイントが貯まった時点で特産品など

と交換できる「マップー・健幸・マイレージ事業」を開始します。また、引き続き、

県で実施している健康マイレージ事業に併せて実施することで、町民の皆様の健康

増進を図ってまいります。 

障がい児者を支援することを目的に、町に登録した団体に日中の一時預かり、派

遣による介護、外出援助、車の送迎などを行う生活サポート事業を開始します。ま

た、引き続き、精神障がい者等の居場所の提供をはじめ、障がい児者やそのご家族

を支援し、様々な悩みを解決できる相談支援体制を強化するため、「地域生活支援拠

点」の更なる充実を図ってまいります。 
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がん治療を受けている方も社会生活をいきいきと過ごせるよう、医療用ウィッグ

の購入にかかる費用の一部を補助することで、経済的負担の軽減や日常生活の充実

を図ってまいります。 

松伏町社会福祉協議会が実施する、買い物に行くことが困難な方々で交通空白地

の町民の皆様に、乗り合いでスーパーまでの行き帰りを送迎する、買い物支援サー

ビス事業に対し支援を行います。 

高齢者福祉施策として、高齢者の日常生活の利便と社会生活圏の拡大を図ること

を目的として、高齢者福祉タクシー利用料助成制度を実施しておりますが、令和４

年度から７５歳以上のすべての高齢者の方々に対して、世帯状況に応じた利用券の

交付を行うよう制度を改正し、高齢者の移動手段の確保に努めてまいります。 

今後も、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくり

を目指してまいります。 

 

次に、『人権・男女共同・地域コミュニティの分野』では、人権問題の正しい理解

と認識を深めることができるよう、「松伏町人権施策推進指針」に基づき、「差別の

ない明るい社会」の実現のため、町民、関係機関と連携を図りながら、一人ひとり

の人権が尊重される明るい社会の実現を目指してまいります。男女共同参画社会の

推進につきましては、誰もがいきいきとした人生を送ることができる「男女共同参

画社会」の実現に向け、「松伏町男女共同参画基本計画（まつぶしコミュニケーショ

ンプラン）」に基づき、各施策を推進してまいります。 

自治会は、地域コミュニティの主体となる組織であります。自治会等が主催する

各種事業や集会施設の修繕等の支援を引き続き行ってまいります。併せて、自治会

以外であっても、町内に活動拠点がある団体が、企画するイベント等で、町内外の
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方も広く参加ができるような地域コミュニティを推進する事業に対しても、引き続

き、支援を行ってまいります。自治会や町内活動団体に対する支援をすることで、

地域及び町内団体の活性化を図ってまいります。 

スポーツ活動の推進としては、プロスポーツ選手を招き、選手の話を聞き直接指

導を受けることで、自分の夢に向かって更に動き出す、一層スポーツが好きになる

など、子ども達の笑顔と頑張る姿が見られるような事業を実施してまいります。 

文化活動の推進としては、エローラ運営委員会への支援を引き続き行い、田園ホ

ール・エローラを拠点とした音楽によるまちづくりを推進してまいります。また、

老朽化が進む中央公民館の空調設備の改修に向け、令和４年度は改修工事に伴う設

計業務を実施するとともに、中央公民館及び多世代交流学習館図書室の図書の充実

を図り、町民の皆様の豊かで潤いのある生活を実現してまいります。 

国内初の純国産カレー粉の独自製法による製造に成功し、日本にカレーやスパイ

スを普及させた町出身の山崎峯次郎氏の偉業をマンガにして、町民の皆様の郷土愛

を育むとともに、将来的には小学校の授業に役立てられるよう、Ｂ＆Ｇ財団の補助

金を活用し、「偉人マンガ」を製作することで、町民の皆様の郷土愛の醸成を図って

まいります。 

今後も、青年・壮年期の皆様を中心に自治会や連合会等の地域コミュニティ意識

の醸成に努めるとともに、町民主体の地域づくりを推進し、仲間と有意義に過ごせ

るまちづくりを目指してまいります。 

 

次に、『産業振興の分野』では、先ず、農業関連事業につきましては、水勢や水量

が低下した土水路で、路肩崩れが著しく、農業用水の供給に支障をきたしている、

赤岩地区内の水路工事に向けた実施設計を行います。また、埼玉県や関係団体と連
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携し、九尺排水機場長寿命化対策工事や、古利根堰耐震改修工事、下八間堀悪水路

改修工事を実施し、農業用施設等の適正な管理に取り組んでまいります。また、太

陽の下で自然に親しむなど、野菜作りの楽しさを実感できる「赤岩ふれあい農園」

事業につきましても、引き続き実施することとし、健康で生きがいのある暮らしの

実現や、町内外の方々の交流を図ってまいります。 

商業関連事業につきましては、平成３０年度から実施している「カレーのまちづ

くり」を町内の飲食店及び関係団体の協力をいただきながら推進してまいります。

町内・町外から多くの方に参加いただいた「松伏ふるさとカレー」スタンプラリー

につきましても、協力店舗を増やしながら令和４年度も実施し、町商業の活性化と

交流人口の増加を図ってまいります。また、町内で起業する若者の事業者を対象に、

現在実施している創業支援利子補給制度を活用するとともに、開業資金についても

一部支援をし、町内外の起業を目指す若者への支援を行ってまいります。 

工業関連事業につきましては、新市街地区域内で整備している「松伏田島産業団

地」の造成が令和４年度中に完了し企業に引き渡し後、企業による社屋の建築が進

むこととなります。 

東埼玉道路の開通に併せ、今後も新たな企業誘致に向け、調査研究してまいりま

す。また、新たに町内へ進出する企業に対して支援策を講じることで、町民の雇用

機会を確保し、職住近接のまちづくりを目指してまいります。 

 

次に、『生活基盤整備の分野』では、道路関連事業としまして、八枚橋から主要地

方道春日部松伏線までの町道３号線の工事を進め、令和４年度中の整備完了を目指

します。また、傷みの激しい上河原・深町地内の町道８号線の舗装修繕を行い、良

好な道路環境の維持に努め、安全性の確保と交通利便性の向上を図ってまいります。 
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さらに、児童の通学路でもある松伏第二歩道橋は経年劣化による老朽化が進んで

いることから、補修工事を行い、児童や周辺住民の皆様の安全の確保に努めてまい

ります。 

その他、幹線道路の整備につきましては、町の発展に必要不可欠である東埼玉道

路及び浦和野田線の早期整備に向け、積極的な要望活動を行ってまいります。併せ

て、「バスターミナルを併設した道の駅」の整備について、調査研究をしてまいりま

す。 

地下鉄８号線につきましては、近隣市町をはじめとする関係団体と協力して要望

活動を行うとともに、八潮市・野田市間の整備調査を引き続き実施し、早期実現に

向けて努力してまいります。 

松伏田島産業団地内において、バスケットゴールや健康遊具、コンビネーション

遊具などを備えた「田島南公園」がオープンします。憩いと賑わいのある公園づく

りに努めてまいります。また、生涯スポーツのひとつであるテニスを楽しむため、

一部劣化している松伏記念公園テニスコートの修繕を実施するとともに、公園施設

長寿命化計画に則り、都市公園の照明のＬＥＤ化を図るための設計業務を実施しま

す。 

 

次に、『生活環境の分野』では、町民の皆様の安全・安心を守るための事業を実施

してまいります。 

まずは災害対策についてです。台風や大雨などの災害時の備えとしてライフライ

ンのひとつである電力の供給が停止した時に、災害対策本部や行政運営が滞ること

を防ぐため、役場に隣接する防災倉庫の敷地内に非常用電源装置の設置を行います。

また、災害備品につきましては、避難所に設置するオストメイト専用トイレの購入
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や備蓄品の充実を図るとともに、自宅の固定電話などに自動で災害情報を伝達する、

登録制の防災情報架電サービスを開始します。 

避難行動要支援者の方々が災害時に迅速かつ適切な避難を行うため、あらかじめ

避難の計画を立てておく「個別避難計画」の改訂に着手します。 

子ども達をはじめ、町民の皆様の安全・安心なまちづくりを進めるため、町民ボ

ランティアによる見守り活動を支援いたします。また、交通事故や多発する振り込

め詐欺などを防止するため、引き続き、広報活動に努め、防犯意識などの醸成を図

ることに努めてまいります。 

これら様々な事業を実施することで、町民の皆様の安全・安心を図ってまいりま

す。 

総合的なごみ処理の推進につきましては、４月１日から松伏町リサイクルセンタ

ーが稼働開始することにより、ごみ処理体制の充実を図ります。また、二酸化炭素

の排出削減のため、一般家庭で使用する電力を再生可能エネルギーに切り替えるこ

とを促進します。 

これらの取り組みによって、町民の皆様の利便性の向上に努めてまいります。 

消費者行政につきましては、多発する消費者トラブルを未然に防ぎ、誰もが安全

で安心して暮らせるよう、引き続き「消費生活センター」において、相談体制を継

続してまいります。 

また、４月１日から成年年齢が１８歳に引き下げられることから、引き続き町内

の小・中・高校の児童・生徒並びに若年者の方々に対して、消費啓発の教材等を配

布するとともに、広報等を利用した周知活動を通じて、消費者教育の強化推進に取

り組み、消費者トラブル防止に努めてまいります。 
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次に、『行財政運営の分野』では、町民の皆様の利便性の向上を図るとともに、業

務の効率化、人的資源を行政サービスの更なる向上につなげるため、国とともに進

めるＤＸ関連事業について着実に進め、デジタル社会の構築に向け努めてまいりま

す。また、住民サービスの維持・向上を図ることや、多様化する町民ニーズに適切

に対応するため、町税を中心とした自主財源の確保を図るとともに、事業のスクラ

ップ＆ビルド、職員の人材育成を図ることなど、町民の皆様へのサービスの効率的、

効果的な提供に努め、町民生活の満足度の向上を図ってまいります。 

また、現在進めている「第５次総合振興計画」は、令和５年度で完了となること

から、令和４年度は、第６次総合振興計画の策定について着手いたします。町の最

上位計画である総合振興計画は将来町の進むべき方向性を定めるものであることか

ら、町民の皆様のご意見等をお聞きしながら慎重に進めてまいります。 

 

 

最後になりますが、現在進めている「第５次総合振興計画 後期基本計画」に基

づき、各種施策を積極的に展開することにより、「各世代が笑顔あふれるまちづくり」

の目標達成に向け、全職員が一丸となって英知を集結させ、町政運営に邁進してま

いります。加えて、国際的な目標であるＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念の

達成に寄与するとともに、普及啓発活動に努めてまいります。 

町民の皆様、議員の皆様、何卒ご理解ご協力をお願い申し上げます。 

 

 引き続き、令和４年度一般会計予算並びに特別会計予算の概要の説明をいたしま

す。 
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 議案第３０号「令和４年度松伏町一般会計予算」は、９０億３，５００万円で、

前年度に比べ、額にして３億８，２００万円、率にして４．４％の増となりまし

た。 

 また、４つの特別会計予算総額は５８億８，４４８万７，０００円で、前年度に

比べ、額にして１億６，４４２万６，０００円、率にして２．９％の増となりまし

た。 

 一般会計の歳入については、その主要部分を占める１款 町税は３１億２，８６

３万６，０００円で、前年度に比べ、町民税は１億６５５万円の増、固定資産税は

７，８５５万４，０００円の増を見込み、町税総額にして２億２０２万１，０００

円の増となりました。 

 ７款 地方消費税交付金は、消費者の動向を見据え、５億６，６００万円を見込

みました。 

 １０款 地方交付税は、基準財政需要額、基準財政収入額等の増減要因を精査し

た結果、１７億８，０００万円を見込みました。 

 １４款 国庫支出金及び１５款 県支出金は、該当する事務事業の有無により左

右されますが、合わせて１８億６，１４１万３，０００円を見込みました。 

 １８款 繰入金は、５億８，０００万５，０００円となりました。各種積立基金

を最大限活用し、自主財源の確保に努めた結果、財政調整基金から４億７，０００

万円、公用・公共用施設整備基金から１億１，０００万円を繰入れます。なお、財

政調整基金残高は、令和４年度当初予算編成後で３億９，７２７万円程度となり、

引き続き財政的に大変厳しい状況となっています。 

 ２１款 町債については、４億８，４００万円となりました。なお、一般会計で

の町債残高は、令和４年度末で７６億２，２３３万３，０００円が見込まれます
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が、将来の財政負担の軽減を図るという観点から、実質公債費比率などに十分配慮

し、引き続き有利な町債を活用したいと考えています。 

 次に、歳出についてですが、先ほど申し上げました主要施策を中心に重点を置

き、予算を編成しました。 

 １款 議会費は、１億７５４万４，０００円となりました。 

 ２款 総務費は、１２億９，７７３万８，０００円となりました。主に、庁舎管

理に係る経費や情報系機器等の導入に係る経費、令和４年度中に任期満了となる選

挙関連の経費を計上しております。 

 ３款 民生費は、３４億２，５１８万９，０００円となりました。主に、学童ク

ラブトイレ改修や高齢者タクシーに係る経費を計上しております。 

 ４款 衛生費は、８億７，３９０万２，０００円となりました。主に、新型コロ

ナウイルスワクチン接種に係る経費やリサイクルセンター改修に係る経費を計上し

ております。 

 ５款 農林水産業費は、１億２，７５２万４，０００円となりました。主に、九

尺排水機場事業費負担金や下赤岩用水路整備に係る経費を計上しております。 

 ６款 商工費は、４，２９３万４，０００円となりました。主に、カレーのまち

推進事業に関連する経費や消費生活啓発事業に関連する経費を計上しております。 

 ７款 土木費は、７億６，６３９万５，０００円となりました。主に橋りょう長

寿命化点検業務や大川戸地区の町道３号線の整備に係る経費を計上しています。 

 ８款 消防費は、７億６，２４４万円となりました。主に、非常用電源整備工事

に係る経費や災害対策用備蓄資機材に係る経費を計上しています。 

 ９款 教育費は、８億８，６６５万５，０００円となりました。主に、公民館設

備改修に係る経費や教育環境整備に係る経費を計上しております。 
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 以上が 歳入歳出の概要です。 

 次に「第２表 債務負担行為」ですが、表に示した１６の事項を提出します。 

 続いて「第３表 地方債」につきましては、総額４億８，４００万円の借り入れ

を予定しています。 

 

 次に、特別会計ですが、議案第３１号「令和４年度 松伏町国民健康保険特別会

計予算」は、３３億１，２７２万２，０００円で、前年度に比べ、額にして３，４

２６万円、率にして１％の増となりました。主な要因は、医療給付費の増額による

ものです。 

 主な歳入は、１款 国民健康保険税５億８，５３６万円、４款 県支出金２３億

７，２５０万６，０００円、７款 繰入金３億７３４万５，０００円などです。 

 主な歳出は、２款 保険給付費２３億５，７７０万５，０００円、３款 国民健

康保険事業費納付金８億６，５８９万８，０００円、５款 保健事業費３，０４６

万７，０００円などです。 

 

 議案第３２号「令和４年度 松伏町農業集落排水事業特別会計予算」は、８８８

万７，０００円で、前年度に比べ、額にして３０万６，０００円、率にして３．

６％の増となりました。主な要因は、関クリーンセンターの維持管理費の増額によ

るものです。 

 主な歳入は、２款 使用料及び手数料２０９万９，０００円、３款 繰入金５９

５万７，０００円です。 

 主な歳出は、２款 維持管理費３６６万８，０００円、３款 公債費４８１万

４，０００円です。 
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 議案第３３号「令和４年度 松伏町介護保険特別会計予算」は、２１億３，９１

５万６，０００円で、前年度に比べ、額にして８，１３５万１，０００円、率にし

て４．０％の増となりました。主な要因は、介護予防・生活支援サービス事業費の

増額によるものです。 

 主な歳入は、１款 保険料４億５，５０４万６，０００円、３款 国庫支出金３

億８，７８７万７，０００円、４款  支払基金交付金５億４，８３７万３，０００

円です。 

 主な歳出は、１款 総務費６，７３２万５，０００円、２款 保険給付費１９億

８，３５７万８，０００円、３款 地域支援事業費８，７４６万６，０００円で

す。 

 次に「第２表 債務負担行為」ですが、表に示した事項を提出します。 

 

 議案第３４号「令和４年度 松伏町後期高齢者医療特別会計予算」は、４億２，

３７２万２，０００円で、前年度と比べ、額にして４，８５０万９，０００円、率

にして １２．９％の増となりました。主な要因は、後期高齢者医療制度被保険者

数の増加によるものです。 

 主な歳入は、１款 後期高齢者医療保険料３億１，８４３万１，０００円、４款 

繰入金９，６６５万円です。 

 主な歳出は、１款 総務費２，２１９万１，０００円、２款 後期高齢者医療広

域連合納付金３億９，０２１万８，０００円です。 
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 議案第３５号「令和４年度松伏町下水道事業会計予算」は、地方公営企業法が適

用された企業会計予算となります。 

 収益的収入及び支出予定額は、それぞれ５億８７９万４，０００円で、収益的収

入は前年度に比べ１，７９１万円、率にして３．４％の減となり、収益的支出は

１，４２６万円、率にして２．７％の減となりました。 

 主な収入として、第１款 下水道事業収益、第１項 営業収益１億９,５３３万

９，０００円、第２項 営業外収益３億１，３４５万５,０００円を見込みまし

た。 

 主な支出は、第１款 下水道事業費用、第１項 営業費用４億６，４３２万４,

０００円、第２項 営業外費用４，２４３万円を計上しております。 

 次に、資本的収入及び支出予定額については、資本的収入は１億６，９３１万

８,０００円、前年度に比べ４，９９４万４，０００円、率にして４１．８％の増

となり、資本的支出は３億３，０５３万６,０００円、前年度に比べ４，６４３万

２，０００円、率にして１６．３％の増となりました。 

 主な収入は、第１款 資本的収入、第１項 企業債４，８４０万円、第２項 国

庫補助金２，６５０万円、第４項 他会計出資金７，６１５万６，０００円などで

す。 

 支出は、第１款 資本的支出、第１項 建設改良費７，９１５万７,０００円、

第２項 企業債償還金２億５，１３７万９,０００円を計上しております。 

 

 以上をもちまして、令和４年度の施政方針及び当初予算の概要の説明とします。

ありがとうございました。 


